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令和元年度第１回定期監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

 

１ 監査の種類 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び第４項

の規定による監査 

 

２ 監査の対象 

教育委員会（第一小学校、第二小学校、第三小学校、第八小学校、第九小学校、 

      第十小学校、雷塚小学校） 

 

３ 監査の範囲 

 平成３１年４月１日から令和元年９月３０日までの事務事業の執行 

 

４ 監査の期間 

  令和元年９月５日（木）から令和元年１２月２５日（水）まで 

 

５ 監査の方法及び着眼点 

監査の範囲の事務が、地方自治法第２条第１４項及び第１５項の趣旨にのっと

り、公正で合理的かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、監査に必

要と認められる資料の提出を求め、関係職員から説明を聴取するとともに、関係

書類を検証し、事務処理状況を確認した。 

 

６ 監査を実施した監査委員 

  乃 一  祐 太 

吉 田    篤 
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第２ 監査の結果 

 

１ 監査の結果  

   事務の執行は、おおむね良好であり、公正で合理的かつ効率的に執行されてい

るものと認められた。 

   以下、説明事項調書に基づき実施した、審査項目ごとの内容を述べる。 

 

⑴ 概要について 

    学校の概要及び教職員体制について、関係職員から説明を聴取した。 

 

⑵ 予算執行について 

    歳出予算執行状況を確認したところ、おおむね適正に執行されている。 

 

⑶ 郵券類の受払について 

    管理状況及び受払簿を確認したところ、おおむね適正に管理されているが、

不要不急の購入や受払簿の記載漏れ等が見受けられた。今後は十分留意された

い。 

 

⑷ 毒物及び劇物等の管理について 

    保管状況について、関係職員から説明を聴取するとともに、管理台帳等を確

認したところ、おおむね適正に管理されているが、管理台帳の記載漏れや記載

の不備等が見受けられた。 

毒物及び劇物等の管理については、児童の安全確保のため、厳重に行われる

必要があることから、今後は十分留意されたい。 

 

⑸ 物品管理について 

    抽出により台帳等を確認したところ、おおむね適正に管理されているが、工

事により入替えが行われているにもかかわらず、入替えにより廃棄した物品が

備品台帳に登載されたままのものや登載されていないもの等が見受けられた。

工事により設置した物品の備品台帳への登載について、物品管理規則に基づき

統一した対応をお願いしたい。 

 

⑹ 学校徴収金の管理について 

    徴収方法について、関係職員から説明を聴取するとともに、諸帳簿等を確認

したところ、おおむね適正に管理されている。 
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⑺ 個人情報の管理について 

    個人情報の保管状況について、関係職員から説明を聴取したところ、おおむ

ね適正に管理されている。 

 

⑻  給食における食物アレルギーについて 

    アレルギー発症時の手順等について、関係職員から説明を聴取するとともに、

自己注射薬の管理状況等を確認したところ、おおむね適正に管理されている。 

 

⑼  その他について 

    本監査実施前に他自治体において自作教材を使用し、児童が負傷したとの報

道があったことから、自作教材を使用した児童への指導及び教員間での情報共

有について聴取したところ、危険な自作教材を使用している例は見受けられず、

教員間での情報共有も朝礼等において行われていることを確認した。 

    また、長時間労働に起因して休職している教員の有無及び長時間労働に対す

る学校での取組について聴取したところ、長時間労働に起因して休職している

教員はおらず、教員の労働時間を縮減するために、会議内容の見直しや退勤し

やすい雰囲気を作るなどの取組が行われていることを確認した。 

 

２ 各学校への要望等 

 

⑴ 監査対象全小学校 

今後も事務執行については、適正・的確な対応をお願いするとともに、各  

学校で定めている教育目標の実現に努めていただきたい。 

 

⑵ 第一小学校 

郵券類の受払簿について、月末で集計されていないものが見受けられたので、

今後は十分留意されたい。 

また、毒物及び劇物等の管理台帳について、購入量や使用量等の状況が更新

されていない状況が見受けられたので、今後は十分留意されたい。 

 

⑶ 第二小学校 

毒物及び劇物等の管理台帳について、管理台帳の記載方法を改善すべき箇所

が見受けられたので、今後検討をお願いしたい。 

 

  ⑷ 第三小学校 

郵券類について、切手の金種によっては残数が多いにもかかわらず購入して

いる例が見受けられので、今後、購入に当たっては十分な精査をお願いしたい。 
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また、毒物及び劇物等の管理台帳について、購入時の受入状況が記載されて

いないなど、管理台帳を整理すべき状況が見受けられたので、今後検討をお願

いしたい。 

 

  ⑸ 第八小学校 

郵券類の受払簿について、使用者の押印漏れが見受けられたので、今後は十

分留意されたい。 

また、毒物及び劇物等の管理台帳について、購入から使用までの記載が統一

されていない状況が見受けられたので、今後は統一をお願いしたい。 

さらに、学校徴収金について、教育委員会から発出されている学校徴収金マ

ニュアルには、年度当初に基本計画書を作成するよう規定されているにもかか

わらず、作成されていなかったので、今後基本計画書を作成するようお願いし

たい。 

 

  ⑹ 第九小学校 

郵券類について、切手の金種によっては残数が多いにもかかわらず購入して

いる例が見受けられたので、今後、購入に当たっては十分な精査をお願いした

い。 

 

  ⑺ 第十小学校 

    今回監査した事務事業については、適正に執行されていた。 

今後も適正・的確な事務執行をお願いしたい。 

 

  ⑻ 雷塚小学校 

郵券類について、切手の金種によっては残数が多いにもかかわらず購入して

いる例が見受けられたので、今後、購入に当たっては十分な精査をお願いした

い。 

また、毒物及び劇物等の管理台帳について、使用者、使用日及び使用量が記

載されていない状況が見受けられたので、今後は十分留意されたい。 


